
低価格受注問題検討委員会報告 概要
～下請業者等へのしわ寄せの排除のためのさらなる対応～

Ⅲ．下請業者等へのしわ寄せ排除のための
さらなる対応

Ⅱ．下請業者等へのしわ寄せの実態の例

地方公共団体における予定価
格等の事前公表や不十分なダ
ンピング対策※

・公共発注者の低入札価格調査をすり抜け契約に至っ
た赤字工事の存在

建設投資の急
激な減少

低価格でなければ
受注が困難

価格競争の
激化

厳しい市場環境

低落札率の
頻発

※国交省直轄工事においては特別重点調査等のダンピング対策を実施しているところ

民間発注
・民間発注者による買いたたき・無理な工期設定

元請業者

公共発注

・下請業者への価格協力を前提とした元請業者による入札価格の設定

・工事受注の有無に関わらず、従業員給与、保有機械の維持等のため
の費用が発生

赤字であっても、企業が工事を受注しようとするインセンティブの存在

・別の大型工事の入札に参加するための工事受注インセンティブの存
在（施工実績要件の確保のための受注）

・経営事項審査の総合評定値や入札ランクの維持のためには売上規模の維持
が必要

・入札価格の最低制限価格への張り付きを誘因

・自社開発の新工法等の実績作りや普及促進

元請業者 下請業者

・近隣調整や
事前調査の
不備による工
事着工遅延、
工事の一時中
止
・工期延期を
認めない

・追加・変更契
約の拒否※

・引渡し後の
不当なやり直
し工事等の要
請

・見積に利益を
見込まないよう
に依頼し、契約
・着工後に指値

・着工時期の遅
延等によるコスト
の増大
・無理な工期でも
施工を指示

・追加調査・工事
によるコストの
増大

・不当な赤伝処理
・理由の不明確な
支払保留

・今後の元請業
者との関係を考
えると断れない

・指値で断れな
い

・突貫工事等に
よるコストの増
大
・赤字発生
・労災の発生

・産廃費用一律
負担
・資金繰りの悪化

・追加工事による
コストの増大

・無償による実
施を強制

・やり直し工事の
費用負担

・施工管理が不
十分

・下請の責によら
ない手戻りに伴
う費用負担
・前工程の遅れ
による工期のし
わ寄せ

・不十分な工程管
理による工事の
遅延

※国交省直轄工事におい
て、設計変更ガイドライン
を作成するなどの対応を実
施しているところ。

下請契約

工期

変更契約

６．発注者への対応

（１）発注者向けのガイドラインの策定等法律上問題となる
具体的行為の明確化・周知

（２）発注者の悪質な行為に対する勧告等対応策の検討
（３）予定価格事前公表の見直し等公共発注者における

ダンピング対策の充実に対する要請

４．法令違反行為に対する対応の強化

発注者

建設生産物の品質確保に対する懸念

安全対策の不徹底に対する懸念

下請へのしわ寄せに対する懸念

Ⅰ．低価格受注の背景と低価格受注がもたらす影響

国土交通省の対策

○低入札価格調査対象工事を中心とした緊急立入調査の

実施（平成18年4月）

○国土交通省直轄工事に対する「緊急公共工事品質確保

対策」（平成18年12月）

・総合評価方式の拡充（施工体制確認型）

・特別重点調査

○建設業法令遵守推進本部の設置（平成19年4月）

○駆け込みホットラインの創設（平成19年4月）

○建設業法令遵守ガイドラインの策定（平成19年6月）

支払

元請の
施工管理

引渡し

１．法令違反行為の明確化・周知

（１）工期面でのしわ寄せ等の法令違反行為を明確化するため
の建設業法令遵守ガイドラインの拡充・改訂

（２）下請不適正取引未然防止を図るための、建設業法令遵守
ガイドラインの周知

２．法令違反行為に係る端緒情報の収集機能の強化

（１）調査対象業者数・対象範囲の拡大、主として下請業者の
立場で回答を求める方法の導入、発注者の不適正行為に
対する情報収集の強化等下請取引に関する書面調査の
見直し

（２）駆け込みホットラインのさらなる周知

３．立入検査の強化・充実

（１）最下層の下請業者から順に調べていくような調査等
立入検査の実施方法の見直し

（２）「買いたたき」排除のための立入検査項目の拡充
（３）立入検査を担当する職員の建設業経理等に関する能力

向上のための研修等の実施

（４）合同立入検査の拡充等関係省庁との連携の強化

（１）悪質性の高い不当な下請取引に関する公正取引委員会
に対する措置請求

（２）公正取引委員会に対する措置請求の対象とならない不当
な下請取引に対する建設業法に基づく監督処分

（３）（１）、（２）以外の不当な下請取引に対する建設業法に基
づく是正勧告・警告、及び公表

（４）監督処分・是正勧告後のフォローアップ調査

５．下請業者等が講じておくべき対応の周知・徹底

（１）会計帳簿等、下請工事の施工等に関する入出金等の
記録・保存

（２）契約外追加工事等の価格交渉等に関する時機を逸しな
い対応

（３）建設業者等が自ら行うべき対応に関し行政が周知・徹底


